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事 業 名

予 算 額
29,619

(新規）
29,443

みんなで進める交通安全（自転車用ヘルメット購入費助成）

自転車等の安全利用の促進に向けた取組の推進

令和５年４月１日からすべての自転車利用者に対して、自転車用のヘルメットの着用が努力義務

化されました。また、国においては、自転車の交通違反の検挙件数の増加に対応するため、交通反

則通告制度（いわゆる「青切符」）の導入が検討されています。

区では、令和６年度も引き続き自転車用ヘルメットの購入費用を助成を実施していくとともに、

交通安全への啓発活動にも一層取り組んでいくことで、安心・安全な生活環境を整備していきます。

交通安全を取り巻く状況

１ 自転車用ヘルメットの購入費用を助成 ２ 自転車等の安全利用に向けた周知啓発

自転車を利用する方のヘルメットの着用を促進するため、一定の安全基準を満た

したヘルメットを購入した方に、購入費用を助成する制度を昨年度に引き続き実施

します。

〇事業概要

区内在住の方

〇対象者

次のすべての要件を満たした自転車用ヘルメット

・SGマーク等、安全基準を満たしているもの

・令和4年12月23日（※）以降に新品で購入されたもの

〇対象品

一人につき３,000円

※申請は一人一回限りとし、３,000円未満のヘルメットについては購入価格

を上限とします。

※申請月の翌月以降に指定の口座に振り込みます。

〇助成額

区内４警察や交通安全協会、さらに地域で活動する皆様と連携し、交通安全の意

識を啓発していきます。また、子どもたちの着用を一層促進するため、小・中学校

の保護者の方への周知を強化していきます。

・自転車用ヘルメット購入費用助成の申請方法に、窓口・郵送に加えて、新たに「電子申請」を導入します。

・様々なイベントと連携して自転車用ヘルメット購入費助成制度の周知に取り組むことで、早期の自転車用ヘルメットの着用を目指します。

令和６年４月８日（月）から令和６年６月２８日（金）

〇実施期間

15,000千円（３,000円×5,000個）

〇予算

「交通安全パレード」や「自転車安全利用TOKYOキャンペーン」等の大規模イ

ベントを通じた周知啓発活動にも引き続き取り組んでいきます。

【予定されているイベント】

・新宿区交通安全パレード（3月20日（水・祝））

・全国春の交通安全運動（4月1日から4月10日）

・自転車安全利用TOKYOキャンペーン（5月1日から5月31日）

〇イベント等を通じた周知啓発

〇関係機関との連携による周知啓発

デザイン性に富んだヘルメットや、持ち運び用収納バッグ・ダイヤルロックなど

の紹介を通じて、ヘルメットに対する抵抗感の軽減に取り組んでいきます。

〇普及啓発物品の充実

効果的な事業の推進にむけて


